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「お墓」
のはなし お墓をキレイにしてみませんか？

令和時代のお墓の展望

　新たな元号「令和」がはじまり、新しい時代が幕
を開けました。そんな中でこれからのお墓はどうな
っていくのでしょうか、近年のお墓事情から考えて
いきたいと思います。

～墓じまいは本当に必要なのか考えよう～
　ここでも度々ふれていますが近年墓石業界で著し
く増えている事はお墓を撤去する、いわゆる“墓じ
まい”です。
多くの方はのちにお墓を見る人がいなくなってしま
う為に仕方なくお墓を撤去します。なぜなら管理す
る人がいなくなったお墓は雑草が生い茂っていたり
傾いたり倒れてしまったりして周りに迷惑をかける
ことになるからです。
　またお墓は第3者が撤去することができないので
墓地の管理者にも迷惑をかけることになります。
　一方で今後も見る人がいるのに墓じまいを考えて
いる人がいます。こういった方は「子、孫の代にお
墓参りの負担をかけたくない」とおっしゃる方がほ
とんどです。
　墓参りの負担とは何でしょう。私の聞いた中で多
いのは「お墓が遠くにある」や「山の中や坂地など
お参りしにくい所にある」や「お花をたくさんあげ

なくてはいけないので大
変」などです。
テレビなどで墓じまいの
特集をよく目にすること
もあり、その影響かこれらの理由で墓じまいをする
人が増えています。
　しかし本当にそれは正解なのでしょうか、撤去す
るのは簡単ですが一回壊してしまったお墓やお骨は
戻ってきません。遠くにあるお墓やお参りしにくい
場所のお墓は行きやすい所に引っ越し、たくさんの
お花をあげるのが大変な方はひとつにまとめて、な
るべく負担をすくなくして次の代に受け継いでいき
ませんか？

　安易に壊してしまうのではなく工夫して時代にあ
った形のお墓を残していく、そんな時代になってい
ってほしいと願っています。
　令和時代のお墓の展望というより石材店の願望の
ようになってしまいましたが“令和”という時代、以
前より和の心というのが重要視されてくるのではな
いでしょうか。
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終 活

　内閣府の成年後見制度利用促進委員会で「身上監
護はしない」と言い切る専門職後見人や、1年間で
一度も本人と面会しない成年後見人の存在が明らか
にされ、問題を呈した。また、今年3月19日の朝日
新聞一面では同委員会が、これまで各家庭裁判所が
親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やし
てきたが、制度の利用は低迷。最高裁は選任に関し
ての基本的な考えとして、後見人にふさわしい親族
など身近な支援者がいる場合は、本人の利益確保の
観点から親族らを後見人に選任することが望ましい
との見解を明らかにしました。これで地域における
市民後見人や市民後見法人の役割も改めて見直す機
会になり、今後専門職後見人から親族、市民後見人
に爽やかな風が吹くことが予想されます。

　さて、今回のメインテーマ「身上保護」は、
2017年3月成年後見制度利用促進基本計画が閣議決
定され、従来の「身上監護」から「身上保護」へと
名称が変更になりました。その背景は民法858条
「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及
び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成
年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態
及び生活の状況に配慮しなければならない」にあり
ます。成年後見制度は、2000年4月に創設された介
護保険制度との車の両輪として「自己決定の尊重」
や「ノーマライゼーション」を理念に同時施行され
ました。介護保険制度では、ケアという事実行為を
サービスとしているのに対して、成年後見制度にお
ける身上保護は、権利や利益を守る事務的支援をし
ていくことを言います。本人の側に立ち、本人の権
利・利益を徹底して守ります。本人が社会の一員と
して社会参加できるように地域福祉資源等と連携し
て検討し、契約等の法律行為を支援していくのが本
来の役割です。

　身上保護の範囲は、生活面の配慮・見守りと生活
上の契約・管理・公的手続きになります。

　生活面の配慮・見守りでは、①本人の意思、心身
の状況の把握②安全で快適な衣食住の確保③健康管
理・医療などへの配慮④定期的な面談、家族との意
見交換など。また、生活上の契約・管理・公的手続
きでは、①生活用品の購入、公共料金などの支払い

②医療手続き支援、入院契
約③要介護認定手続き、不
服申立て④介護サービス、
福祉サービス利用契約⑤福
祉施設、老人ホームなどの
入居契約⑥年金・保険契約などの請求手続き⑦税務
申告、納税、還付請求等⑧各種行政受給金などの請
求手続き、権利行使などがあります。

　成年後見制度も財産管理だけが後見人の仕事と思
われがちですが、私たちの意識とし身上保護があっ
ての財産管理の考え方が、市民のみなさまに伝われ
ば幸いです。日本において市民後見が普通のドイツ
並みの成年後見制度になるには、法定後見目標200
万件（現在約19万件）任意後見目標100万件（現在
約2万件）が見込まれます。（ドイツは人口8000万
人に対して法定後見約130万件、任意後見約60万
件）今後、親族と共に市民後見人の認識が地域に広
がることに期待したいと思います。最後に、市民後
見活動の育成に尽力をいただいた（社福）品川区社
会福祉協議会所長斎藤修一氏（故人）の言葉を添え
ておきます。後見人の倫理基準①本人に寄り添い、
本人意思を尊重することを大前提とします。②本人
の利益を擁護します。③財産管理だけでなく身上配
慮を重視します。④後見人の権限を意識し、本人と
の適切な距離を持つようにします。⑤執務を公正に
行います。

　豊橋と新城に拠点を持つ「WAC総合相談所・市
民後見センター」では、困りごと何でも相談をワン
ストップで行っています。成年後見制度の「法定後
見」、「任意後見」はじめ、信託制度を活用した
「家族信託」そして「身元保証」まで幅広いご相談
に応じています。

身上保護と成年後見
－財産管理だけではありません－「後見

生活」
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